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大学共同利用機関法人自然科学研究機構 
教育研究評議会（第２３回）議事要旨 

 
１．日 時  平成２２年３月１８日（木）１３：３０～１５：２５ 
 
２．場 所  自然科学研究機構会議室 
 
３．出席者  志村議長、池端評議員、井上評議員、小間評議員、土屋評議員、宮﨑

評議員、木下評議員、観山評議員、小森評議員、岡田（清）評議員、

岡田（泰）評議員、中村評議員、石井評議員、勝木評議員、櫻井評議

員、金子評議員、池中評議員、西評議員 
（陪席者） 
武田監事、野村監事 

（庶務） 
前田事務局次長、鈴木総務課長、平尾企画連携課長、長谷川財務課

長 ほか 
（順不同） 

 
４．配付資料 
1  教育研究評議会（第２２回）議事要旨（案） 
2-1 役職員給与規程等の改正案について 
2-2 就業規則等改正一覧 
3-1 大学共同利用機関法人自然科学研究機構年度計画 
3-2 平成２２年度自然科学研究機構予算編成方針の平成２２年度年度計画予算への反映状況 
3-3 中期目標原案・中期計画案一覧表 
4  平成２２年度予算内示について 
5  ＡＬＭＡ推進室チリ事務所の体制強化について（案） 
6  平成２２年度生理学研究所の組織改編（案）について 
7  平成２１年度分野間連携による学際的・国際的研究拠点形成事業一覧表 
8-1 自然科学研究機構と欧州分子生物学研究所との間における学術交流に関する協定書  
8-2 自然科学研究機構（NINS）とプリンストン大学との間における学術交流に関する協定書  
9  国立大学法人総合研究大学院大学と大学共同利用機関法人及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構との連係協力に関する協定書 

10  びっくり４Ｄで見るサイエンスの革新 
審議終了後回収 名誉教授関係資料 

 
５．議事等 

議事に先立ち、定足数及び配付資料の確認があった。 
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１）前回議事要旨（案）について 
教育研究評議会（第２２回）議事要旨（案）が原案のとおり了承された。 

 
２）就業規則等の改正について 

資料２－１及び資料２－２に基づき、木下評議員から就業規則等の改正につい

て説明があり、審議の結果、了承された。 

 
３）年度計画（平成２２年度）（案）について 

資料３－１から資料３－３に基づき、観山評議員から年度計画（平成２２年度）

（案）について説明の後、年度計画予算について、木下評議員から説明があり、

審議の結果、了承された。 

（主な意見は以下のとおり） 
○ 評価委員会では、外国人職員及び女性研究者の比率に対し、数値目標を記載す

べきとの意見はなかった。これだけの人件費削減を背負って、地方大学では涙ぐ

ましい努力をしており、社会的条件が整わないと達成するのは難しい面があり、

評価に携わった者として、数値目標を記載することの問題点はよく理解している。 
○ 文部科学省から数値目標を記載するよう意見を言われたが、必要な環境整備を

進める等、数値目標は記載せず、原案のような表現としたところである。 
○ 平成２２年度から新しい中期目標期間となるが、ポイントはどういうところな

のか。 
○ 立ち上げた新分野創成センターのブレインサイエンス研究分野及びイメージン

グサイエンス研究分野を、今後、機構が主導的に推進していくこととしているこ

と、また、欧州分子生物学研究所及びプリンストン大学との国際交流協定を締結

し、国際的レベルの共同研究を一層推進していくこととしていることなどが主な

ポイントである。 
 
４）平成２２年度予算内示について 

資料４に基づき、木下評議員から平成２２年度予算内示について説明があり、

意見交換が行われた。 

（主な意見は以下のとおり） 
○ ブレインサイエンス研究分野及びイメージングサイエンス研究分野に特別な予

算は盛り込まれているのか。 
○ 資料４の３頁の特別経費としての「新分野の創成」という次項で５０，０００

千円が措置されている。 
 
５）国立天文台ＡＬＭＡ推進室チリ事務所について 

説明の前に、観山評議員からチリの地震によるＡＬＭＡ推進室チリ事務所の影

響について報告があった。 
次いで、資料５に基づき、観山評議員から国立天文台ＡＬＭＡ推進室チリ事務
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所の体制強化について説明があり、審議の結果、了承され意見交換が行われた。 

（主な意見は以下のとおり） 
○ チリ事務所に派遣されている職員は、どこに勤務することになるのか。 
○ 通常、チリ事務所があるサンチァゴに勤務することとなる。現地サイト近くに

は、アルマ施設全体を運営するＡＵＩのスタッフとして雇用された職員（天文台

から派遣された職員も含み全体で４００人程度）が、オペレーションのある施設

に勤務して業務を行うこととなる。 
 
６）生理学研究所研究組織の再編について 

資料６に基づき、岡田泰伸評議員から生理学研究所研究組織の再編について説

明があり、審議の結果、案のとおり了承された。 

 
７）名誉教授の称号授与について 

審議終了後回収資料に基づき、事務局から名誉教授関係規程等について説明が

あった後、所属機関の長等から、名誉教授称号の授与候補者について説明があり、

審議の結果、案のとおり了承された。 

 
８）平成２１年度分野間連携について 

資料７に基づき、勝木評議員から平成２１年度分野間連携による学際的・国際

的研究拠点形成事業について報告があった。 

 
９）国際交流協定の締結について 

資料８－１及び資料８－２に基づき、勝木評議員から欧州分子生物学研究所及

びプリンストン大学との国際交流協定の締結について報告があった。 

 
10）総合研究大学院大学との連携協力に関する協定について 

資料９に基づき、木下評議員から総合研究大学院大学との連携協力に関する協

定について報告があった。 

 
10）自然科学研究機構シンポジウム（第９回）について 

資料１０に基づき、勝木評議員から３月２１日に開催予定の自然科学研究機構

シンポジウム（第９回）について報告があった。 

 
11）その他 

志村議長から、教育研究評議会評議員の任期満了に伴い、評議員へのお礼と議

長自らの退任の挨拶があった。 


